
 
 

 

平成 28 年 9 月 29 日 

自動車局安全政策課 

 

「貸切バス運転者に対して行う指導及び監督の改正検討ワーキンググループ」 

（第３回）の開催について 

～貸切バスの運転者に対して行う指導及び監督の実施マニュアルの作成～ 

 

 

 

 

 

 
 

本年７月に「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」において、貸切バス事業者が運転者に対

して行うべき、ドライブレコーダーの記録を活用した指導・監督の内容等が取りまとめられたこと

を受けて、当該検討会の下に設置されている上記ワーキンググループにおいて、当該指導・監督を事

業者が適切に実施できるようマニュアル作成に係る検討を行います。詳細は下記のとおりです。 
   

記 
   

１． 開催日時：平成２８年１０月３日（月）１３：００～１５：００ 
  

２． 場所  ：中央合同庁舎３号館８階 第一・二会議室 
  

３． 主な議事：ドライブレコーダーの記録を活用した指導及び監督の実施マニュアルの 

検討について   等 
 

４． 委員名簿：別紙のとおり 
  

５． 今後のスケジュール 

    年度内にＷＧを数回開催し、来春を目途に検討結果を「自動車運送事業者が事業

用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル（バス事

業者編）」に反映させる予定。 

 

・会議については傍聴不可、カメラ撮りは冒頭のみとします。冒頭のカメラ撮り希望者は   

１２：４５までに会場にお集まり下さい。 

・議事概要及び会議資料は、後日、国土交通省ホームページに掲載いたします。 

 

 

 

【問い合わせ先】          

 国土交通省自動車局安全政策課 鈴木、櫻井  

TEL：03-5253-8111（内線 41615、41624） 03-5253-8566（直通） FAX：03-5253-1636 

 国土交通省では、１０月３日に、「貸切バス運転者に対して行う指導及び監督の改正検討ワ

ーキンググループ」（第３回）を下記のとおり開催し、ドライブレコーダーの記録を活用した

指導及び監督に関する実施マニュアルの作成等に係る検討を行います。 



 
 
平成２８年度「貸切バス運転者に対して行う指導及び監督の改正検討ワーキンググループ」 

委員名簿（五十音順・敬称略） 
 

 

 

委員 北島 洋樹   公益財団法人大原記念労働科学研究所 副所長 

 

〃    高柳 勝二   株式会社プロデキューブ 代表取締役 

 

〃   堀野 定雄 神奈川大学 工学研究所 高安心超安全交通研究所 客員教授 

 

〃   藪  大輔   東武バス株式会社 運輸部課長 

 

 

オブザーバー  

 〃   安宅 豊 一般社団法人日本自動車工業会 大型車部会長 

 

 〃 石川 博敏 自動車安全運転センター 顧問 

 

〃 勝又 泰二 独立行政法人自動車事故対策機構 理事（事故防止担当） 

 

 〃 田中 勇彦 一般社団法人日本自動車工業会安全部会・交通事故分析分科会 

  副分科会長 

 

 〃 長尾 政美   公益社団法人日本バス協会 参与 

 

〃   西田 泰    公益財団法人交通事故総合分析センター 研究部研究第１課長 

 

 〃 山川 一昭 公益社団法人日本バス協会 技術安全部長 

 

別紙 


